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☆2016年のアセアン知財事情
　～2016年のアセアン知財の進展を振り返る～ … ⑴

１．はじめに

　2015年末にアセアン経済共同体が発足したが、こ
れはアセアン諸国にとってのゴールではなく一つ
の通過点であって、2016年以降も、アセアン諸国は
様々な課題の解決に向けた取り組みを推進している。

知財の面においても、アセアン諸国は、2015年末ま
でのアセアン知的財産行動計画2011-2015に基づく課
題や、国内における個別の知財に関する課題に積極
的に取り組んだ結果、2016年は、多くの国が条約加
盟や法改正を果たし、また、新たな日本との二国間
協力や枠組みが生まれる等様々な動きあった一年で
あった。
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　本稿では、2016年にアセアン諸国で行われた知財
法に係る法改正の概要や新たな条約加盟の状況を
紹介すると共に、2016年に相次いだ日本国特許庁

（JPO）とアセアン諸国との間の新たな二国間協力
や枠組みの開始等についても概要を簡単に紹介する。
なお、本稿は11月30日執筆時点での状況について記
載している点、ご注意いただきたい。
　本稿は筆者個人の資格で執筆したものであり、
ジェトロとして公式見解等を述べたものではない。
また、記載内容には十分注意しているものの、完全
に正確な内容であることは保証できない。

２．2016年のアセアン知財の進展

Ⅰ　アセアン諸国における知財にかかる法令改正に
ついて

（１）タイにおける改正商標法の施行

2016年７月28日、タイ知的財産局（DIP）は、
改正商標法が同日より施行される旨を同局ウェ
ブサイトで公表した。公表された改正商標法の
主な内容は下記表１の通り。

なお、改正商標法は施行されたものの、これ
を実施するための規則がまだ制定されておらず、
現時点では例えば音商標出願に係る具体的な手
続・実務も公表されていない。また、同国では、
2016年中のマドリッド協定議定書の発効を目指
していたが、まだ加入書のWIPOへの寄託が行
われていない状況であり、2017年の早い段階で
の加盟が期待される。

（２）タイにおける特許法改正案の策定
タイにおける特許法に関しては、まだ改正

「案」がタイ知的財産局（DIP）内で検討されて
いる段階ではあるが、日系企業の関心の高い改
正法案が検討されているのでご紹介したい。

（表１）

項目 新法 旧法 備考
国内出願 保護範囲を音商標に拡張 音商標の保護なし 登録要件：

・指定商品・役務につい
て直接的に記述的でな
いもの

・指定商品・役務の自然
音ではないもの

・指定商品・役務の機能
から生じる音ではない
もの

立体・三次元商標の識別
性

国際基準の適用により考
慮される

特段の審査基準なし 登録要件：
・製品自体の性質による

形状ではないもの
・技術的結果を得るため

に必要は形状ではない
もの

・製品の実質的価値を加
える形状ではないもの

多区分出願 多区分出願制の導入 １出願１区分 出願費用（オフィシャル
フィー）は指定商品役務
の数による。

オ フ ィ ス ア ク シ ョ ン
（OA）への応答期限、及
び異議申立期間

応答期限：
OA受領後60日以内
異議申立期間：
公開後60日以内

応答期限：
OA受領後90日以内
異議申立期間：
公開後90日以内

いずれも期限延長は認め
られない。

連合商標 廃止（旧法に基づき登録
済みの連合商標について
も遡及的に廃止の対象と
なる。）

同一人による同一又は類
似商標は連合商標として
登録する必要があり、分
離移転は認められない。

区分単位での分離的権利
譲渡・移転が認められる。


